
1.2  eMLITにログインする
登録されているアカウント情報を使用して、eMLITに□グインする手順です。

1.2.1  GビズIDでログインする

   GビズIDでeMLITにログインする方法です。

   1  以下のURLにアクセスします。  

2  「GビズIDでログインする」 をクリックします。

3  「アカウントID」にメールアドレスを
    入力します。

4  「パスワード」にGビズIDの
    パスワードを入力します。

https://e.mlit.go.jp/LoginSelect

5  「ログイン」をクリックします。
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6  ワンタイムパスワードまたはGビズID
    アプリで設定した方法で認証を行います。

7  eMLITへの初回ログイン時は、利用規約
　　およびプライバシ—ポリシーの同意を求め
    られます。
    内容を確認の上、「同意する」にチエックを
    入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

    ※  同意しない場合、eMLITを利用
         できません。

8  ログインが完了し、eMLITの
    ホー厶画面が表示されます。

※  初めてログインを行うと「【eMLIT】
     eMLITへようこそ」というメールが
     届きます。
　　 このメールはシステムから自動送信
     されるメールであり、特に操作は
     不要です。
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1.2.２ ログイン後の画面

ログインが完了するとeMLITのホー厶画面が表示されます。

申請に関連する箇所を以下画像の赤枠で示します。

表1-3  ログイン後画面の凡例

名  前 説  明

① 手続を探す
  新規で申請を提出する場合に使用します。
   「2.2.1新規に申請を作成する」

② 手続を進める

  一時保存した手続を再開する場合および審査状況を
  確認する場合に使用します。
  「2.3.2入力を中断し一時保存する・再開」
　 「3.1審査の状況を確認する」

③
手続を探す
(法令等. 手続
名称から検索 )

  eMLITで公開されている手続を検索する場合に使用
  します。 検索結果から申請を作成することもできます。
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1.3  パスワードを忘れた場台の対応

  1.3.1  GビズIDのパスワードを忘れた場合

   1  以下のURLにアクセスします。  
 https://gbiz-id.go.jp/oauth/login

2  「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

JM.iIInMltaaMIMM

3  「アカウントID (メールアドレス)」 
    を入力し ＯＫ ボタンをクリック
    します。

4   手順3で入力したメールアドレス宛に、パスワードをリセットするためのメールが届きます。
     メールに記載されているURLをクリックします。

5  「パスワード再設定」画面にて
    新しいパスワードを設定しOK
    ボタンをクリックします。 BL,邮

 6   「ログインへ」ボタンをクリツク
      します。続いて、手順5で設定
      した新しいパスワードでログイン
      を行います。
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1.4  eMLITからログアウトする

1.4.1  ログアウト

1  画面右上の「▼」ボタンをクリックし、
    表示された選択肢から「ログアウト」
    をクリックします。

２  GビズIDでログインしている場合、
     確認画面が表示されます。
　　 「ログアウトする」ボタンをクリック
　　 します。

3  eMLITのログイン前画面に
    戻ります。

eMLITの画面を操作しない状態が2時間以上続くと、セキュリティ確保の

  ため自動的にログアウトされます。

  この時、入力途中の申請内容等は保存されませんので、入力を中断する

  場合は、必ず「一時保存」ボタンクリックし、人力内谷を保存してください。 

なお、このメッセージが表示された
場合は、「続けて使用する」ボタンを
クリックすると、自動ログアウトされずに
引き続き使用することができます。
メッセージ表示後30秒経過すると
自動的にログアウトされます。

1.4.2  自動ログアウト
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申請の流れの概要を以下に示します。

申請者は、国土交通省に関連する申請をeMLITを活用して提出することが

できます。 eMLITでは、内容入力、審査担当組織への提出、審査完了確認、

審査結果通知の受領を実施できます。

: nW］甘 4E

表2-1 申請の流れ

②  申請を作成

④  申請を提出

⑤  申請内容への修正
  ・お問合せ対応

③  申請内容に
     疑問点・不明点

⑥  審査結果通知を

     受け取る

申請する手続を検索し、新規作成します。

「2.2申請を作成する」

申請内容を提出します。

審査の結果は、メールおよびeMLITの通知欄へ
届きます。 「3.3審査の結果を確認する」

eMLITのご利用に必要なアカウントを準備します。
 「eMLITの利用開始」

①  アカウント準備

「2.3.1申請情報を入力する
・提出する」　申請内容に確認事項等が
ある場合、審査組織からのお問合せ等が、
メールおよびeMLITの通知欄へ届きます。

「3.2提出先から通知が届いた場合」

2.1  申請の流れ

工程 実施作業

操作詳細

操作詳細

操作詳細

操作詳細

2 申請を提出する
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2.2  申請を作成する

  2.2.1  新規に申請を作成する

手続を検索し、新規に申請を作成する手順です。 

eMLITでは、以下の方法で手続を検索できます。

表2-2  手続の検索方法

検索方法 説　　明

  手続をキーワードから探す   手続を分類、申請種別、対象者等のキーワード
  から検索できます。 

  手続を政策分野から探す   手続を政策分野から検索できます。
  手続を選択して探す   法令名および手続名を指定して選択します。

  関連したおすすめ
               手続から探す

　あらかじめ指定した政策分野に該当する手続から申請を
作成できます。
　【操作詳細】「おすすめ手続を設定する方法」

  よく利用されている
               手続から探す

　経営体と同じ地域や分類でよく利用されている
　手続の一覧から検索できます。

  定期的な手続から探す 　過去に申請した手続のうち、公開期間中の
　手続の一覧 から検索できます。

  お気に入りの手続から進める
　手続をお気に入りに設定し、お気に入り一覧から申請を作
成できます。
　【操作詳細】「お気に入り手続を設定する方法」

  ※「経営体」とは、GビズIDで設定した法人情報であり、法人や個人事業主といった

   申請を行う主体のことです。「経営体名」には、申請の名義となる法人名・屋号等

   の名称を設定してください。
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以下は、検索方法のうち、「手続をキーワードから探すの手順です。

1  ホー厶画面上部の 「手続
　　を探す」をクリックし、表示
    された 一覧から「手続を
　　キーワードから探す」をクリ
　　 ックします。

2  申請したい手続の検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
　※宅建業の免許申請であれば、「宅地建物取引業者」で検索すると絞り込めます。

3  検索結果のうち、申請したい手続をクリックします。

4  「申請の詳細」画面が表示されます。
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2.2.2  過去の申請をコピーして作成する

過去の申請の内容をコピーして申請する手順です。

この手順を行うことで、過去の申請内容が入力された状態となるため、

変更が必要な項目のみ修正を行い申請することが可能です。

1  ホー厶画面上部の「手続を
    進める」をクリックし、表示された
    一覧から 「申請履歴.一時保存
    の手続から進める」をクリックします。

2  「条件を指定して検索する」を
  　クリックします。

3  利用したい申請の検索条件を
    入力し、「検索」ボタンをクリック
    します。
  

※  審査完了した申請を検索する場合
     「完了している申請を表示する」に
 　　チェックを入れてください。

4  検索結果のうち、コピーしたい
    申請の 「編集」ボタンをクリック
　　します。
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5  画面下部にある 「コピーして
　　申請」をクリックします。

6  「申請年度 (コピー先)」に
    申請を行う年度を選択します。

7  画面右下の「コピーして申請」
    ボタンをクリックします。

8  コピー元の情報が入力された
    状態の「申請の詳細」画面
　　が表示されます。
    続いて、申請の入力・提出を
    行います。「2.3.1申請情報を　
　　入力する・提出する」をご参照く　
　　ださい。
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2.3  申請の提出と一時保存

 2.3.1  申請情報を入力する・提出する

  申請内容の入力・提出手順です。
「申請の詳細」画面を開いた状態からの手順です。

(1) 申請内容を入力する

2  「提出先(組織区分)」欄の
    「▼」ボタンをクリックし、表示
　　された一覧から、提出先の
    組織が属する組織区分
    (市町村、 都道府県等)
    を選択します。

3  「提出先(組織)」欄に提出先 
    の官公庁名や官署名を入力
    します。

1  「申請年月日」に申請を提出す
る日付を入力します。カレンダーを表
示させて入力することもできます。

①

② ③
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「経営体情報」または「申請者情報」について

「詳細を表示」ボタンをクリックすると、申請の名義となる方の詳細が

  別タブで表示されます。

 　    【 経営体情報が表示されている画面 (GビズIDでログインしている場合) 】

【 申請者情報が表示されている画面 (eMLITアカウントでログインしている場合) 】

 代理申請またはグループ申請を行う場合、経営体情報を切り替えます。
「別名義で申請」ボタンをクリックし、申請に使用する経営体を選択してください。 
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4  申請内容を入力します。手続によって入力項目は異なります。 
    ここでは例として、汎用的な項目および記号について説明します。

to «BU

表2-3 入力項目の凡例

項  目 説  明

① —覧入力

　　直接入力欄をクリックして編集するか、「編集」ボタン をクリックして
　　編集してください。
 　一行入力が完了するごとに「保存」ボタンをクリックし て保存してください。
 　 行を追加する場合は、左の「+」ボタンをクリックします。
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項  目 説  明

②   「必須」マーク 　　必ず入力する項目です。

③   添付ファイル

　　画面に表示されている資料名等を確認の上、該当する項目に 
　　ファイルをアップロードします。
　　※　保護がかかったファイルは、登録時にエラーとなる場合があります。
　　　　　ファイルの保護を解除してからアップロードしてください。

④   インフォメーションマ-ク    マウスポインタを重ねると説明が表示されます。

5  直ちに申請しない場合、一時保存してください。

操作詳細 「2.3.2入力
を中断し一時保存する・再開
する」
X「キャンセル」ボタンをクリック
すると、保存していない内容が
破棄され、「申請情報一覧」
画面に戻ります。

6  申請に関して質問事項が
    ある場合、審査組織に対
    してお問合せができます。

操作詳細
「2.4申請に
関するお問合せをする」

※  お問合せをするためには、提出先を入力した状態で一時保存されている必要があります。
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(2) 申請を提出する
入力が完了した申請を提出します。

1  入力が完了したら、「申請
     (確認画面へ)」ボタンを
     クリックし ます。

2  申請内容に不備があると画面
    上部にエラーメッセージが表示
　　されます。
    内容を確認・修正後、再度
　　「申請(確認画面へ)」ボタンを
　　クリ ックします。

3  確認画面が表示されます。
    入力した内容を確認し、
    問題なければ「申請」ボタンを
    クリックします。
    修正する場合は「入力画面へ
    戻る」ボタンをクリックします。

※「申請」ボタンをクリックした後は、修正できません。添付したPDF等のファイルも、差し替えることはできません。
申請後に修正が必要となった場合は、申請を一度取り下げて修正した後に再度申請します。取下については、
「2.5申請を取り下げる」をご参照ください。

4  申請が提出されると、画面上部
    に「申請完了しました」と表示
　　されます。「申請情報一覧」に
　　戻ります。
    申請直後は、ステータスが
    「～受付待ち」と表示されます。

以上で、申請の入力、提出が完了しました。

 審査状況や審査結果を確認する方法については、「3申請提出後の流れ」
 をご参照ください。
 審査後の結果は、メールおよびeMLITの通知欄に届きます。59



2.3.2入力を中断し一時保存する・再開する
   入力した内容を一時保存する手順です。

こまめに一時保存することで、パソコンの不具合等による入力内容の消失を防ぐことができます。

(1)  入力中の手続を保存し、中断する

1  「申請の詳細」画面の
     「一時保存」ボタンを
      クリックします。

2  正常に一時保存されると、
    画面の上部に「一時保存
    しました」と表示されます。

3  入力を中断する場合は、
    「キャンセル」ボタンを
    クリックして「申請の
　  詳細」 画面を閉じます。
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(2)  保存した手続を開いて、
      入力を再開する

1  ホー厶画面上部の 「手続を
    進める」をクリックし、表示された
    一覧から「申請履歴.一時保存
　　の手続から進める」をクリ ック
　　します。

2「申請履歴・一時保存の手続」
    画面から、一時保存した申請
    の「編集」ボタンをクリックします。

3  一時保存した状態の

   「申請の詳細」画面が表示

    され、入力を再開できます。
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2.4  申請に関するお問合せをする
     申請内容に関するお問合せを送信する方法、および回答を確認する方法です。

2.4.1　お問合せを入力・送信する 
  申請の提出先に対し、申請内容に関するお問合せを送信する手順です。
  お問合せは、提出済の申請、または提出先を入力した状態で「一時保存」した
  申請でのみ行えます。  

すでに「申請の詳細」画面を表示している方は、手順3へお進みください。

1  ホーム画面上部の「手続を
    進める」をクリックし、表示
    された一覧から「申請履歴.
    一時保存の手続から進め
    る」をクリックします。

2  お問合せを行う申請の
    「編集」ボタンをクリック
    します。

3  「お問合せ・ご連絡」タブ
　  をクリックします。
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4  「お問合せ新規作成」ボタン  
    をクリックします。
    申請に関するお問合せの
    画面が表示されます。

6 必要に応じて添付ファイル
   をアップロードします。

7  入力が'完了したら、画面
    下部の「お問合せ送信」
    ボタンをクリックします。

8  「お問合せ内容確認」
    画面が表示されます。
    内容に誤りがないことを
    確認し、「送信」ボタンを
　  クリックします。

5  お問合せ内容を入力します。
     「タイトル」は255文字、
　　 「お問合せ内容」は1000
　　 文字まで入力できます。

9  画面上部に「お問合せを送信
    しました。」と表示されます。
    また、ステータスが「対応中」
    のお問合せが一覧に追加
    されます。
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表2-5 お問合せのステータス

ステータス 説  明

対応中   お問合せ先が対応中の状態です

回答済
  お問合せ先から回答が返信された状態です。

  eMLITの通知に「申請お問合せ回答通知」が届き、お問合せの回答内容欄

  には回答が記載されています。

完了    お問合せした方が「解決した」ボタンをクリックした状態です。 該当の

  お問合せは完了となります。
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2.4.2 「お問合せ」の回答を確認する
送信した申請に関するお問合せに対し、回答が行われると、「申請お問合せ回答通知」が メール
と通知一覧に届きます。

  1  ホーム画面の通知一覧から
     「申請お問合せ回答通知」の
   「詳細」ボタンをクリックします。

2  通知内容のURLをクリックします。

3  「申請の詳細」画面が表示
　　されます。「お問合せ・ご連絡」
    タブをクリックします。

　※ 未読のお問合せ・ご連絡が
      ある場合は、「メール」アイコン
      が表示されます。　

5  画面下部の「回答」欄を確認します。
    ファイルが添付されている場合は、「添付ファイル」欄の下に表示されるファイル名を
    クリックし、ダウンロードしてください。

4  回答を確認したいお問合せの
    「詳細」ボタンをクリックします。

6  記載された回答内容でお問合せ
    が解決できた場合、「解決した」
    ボタンをクリックします。 
　　回答に対し、さらに確認を行う
    場合は、手順8に進んでください。
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7  画面上部に「お問合せを
    解決しました。」　と表示
    されます。 
　　ステータスに「完了」 と
    表示されます。

8  回答に対して、さらに確認を
    行う場合は、「再問合せ」
    ボタンをクリックします。

9  「お問合せ内容」を入力し、
　　「送信」ボタンをクリックします。

10  「お問合せ内容確認」
　　　画面が表示されます。
　　　内容を確認し、「送信」
　　　ボタンをクリックします。

11  画面上部に「再問合せを
      送信しました。」 と表示
      されます。
   　 ステータスに「対応中」と
      表示されます。

66



2.4.3  受信した「お問合せ」「ご連絡」を確認する

  審査組織から申請に関するお問合せまたはご連絡を受信した場合、

「申請お問合せ通知」が届きます。

1  通知一覧から「申請お問
    合せ通知」の「詳細」
    ボタンをクリックします。

ILLVia

□

2  通知内容のURLを
　  クリックします。
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3  「申請の詳細」画面が表示
     されます。
    「お問合せ・ご連絡」夕ブを
　　クリックします。

   ※ 未読のお問合せ・ご連絡
       がある場合に、「メール」アイコン
　　　 が表示されます。

5  画面下部の「お問合せ内容」
　　欄を確認します。
    ファイルが添付されている場合
    は、「添付ファイル」欄の下に
    表示されるファイル名をクリック
    し、ダウンロードしてください。
    「お問合せ区分」が 「お問合せ」
    の場合、手順7へ進んでください。

■ ■■■睡

- ■ V

■*
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=

6  「ご連絡」の場合は、記載
     された内容を確認のうえ、
     「戻る」 ボタンをクリックして
     ください。
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7  「回答内容」 に、お問合せに
     対する回答を入力します。

8  必要に応じて添付ファイルを
    アップロードします。

9  入力が完了したら、「回答」
    ボタンをクリックします。

【お問合せの場合】

10  画面上部に「お問合せを
      回答しました。」 と表示
      されます。ステータスに
      「回答済」と表示されます。
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2.5  申請を取り下げる
  一度申請した内容は原則、修正することはできませんが、申請の取下げを行うことで修正が可能となります。
  取下げは、提出した申請がまだ審査受付されていない状態 (ステータスが「～受付待ち」) の場合のみ可能です。
  審査中 (ステータスが「～審査中」など) に申請を取りやめたい場合は、「2.４.1 お問合せを入力・送信する」をご　
　参照いただき、審査を担当する審査者に申請の差戻をしてください。

2.5.1  申請を一件ずつ取り下げる   

　提出した申請を、一件ずつ取り下げる手順です。

※ 「ステータス」欄が「～受付待ち」の申請のみ取り下げることができます。

※  審査中(ステータスが「～中」)に申請を取りやめたい場合は、
    「2.5.1お問合せを入力・送信する」から審査者に申請の差戻を依頼して
      ください。

1  ホー厶画面上部の「手続を
    進める」をクリックし、表示
    された一覧から「申請履歴.
　　一時保存の手続から進める」
　　をクリックします。

2  取り下げたい申請情報
    の「編集」ボタンをクリック
    します。

3  画面下部の「申請取下」
    ボタンをクリックします。
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4  確認メッセージが表示されます。
    「取下」ボタンをクリックします。

5　画面上部に「取り下げました」と
    表示されます。
    取り下げた申請の「ステータス」
    欄が「申請待ち」となります。
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2.6  下書きや取り下げた申請を削除する
 不要な申請情報を削除する手順です。
 ステータスが「～申請待ち」の申請情報は、削除することができます。

 ※ 一度提出した申請を削除する場合は、申請の提出を取り下げるか、審査者に
     お問合せを行い、申請の差戻を依頼する必要があります。

それぞれの手続きについては「2.5申請を取り下げる」または「2.４.1 お問合せを入力・送信す
る」をご参照ください。

1  ホー厶画面上部の「手続を
    進める」をクリックし、表示された
    一覧から「申請履歴.一時保存
　　の手続から進める」をクリックします。

2  削除したい申請情報の
　  「編集」ボタンをクリックします。

3  削除対象の申請情報である
    ことを確認したうえで、画面下部
    の「削除」ボタンをクリックします。 □

4  「削除確認」画面が表示され
    ます。「削除」ボタンをクリックします。    
    ※ 削除した申請データは元に
        戻せません。

5  正常に削除されると、画面上部
    に「削除しました」と表示されます。
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3.1審査の状況を確認する
提出した申請の進涉状況を確認する手順です。

1 ホー厶画面上部の「手続を進める」
　 をクリックし、表示された一覧から
   「申請履歴.一時保存の手続から
   進める」をクリックします。

2  「条件を指定して検索する」を 
     クリックします。

3  利用したい申請の検索条件を
    入力し、「検索」ボタンをクリック
    します。

    ※ 審査完了した申請を検索
        する場合、「完了している
        申請を表示する」にチエック
        を入れてください。

4　検索結果の「ステータス」欄で、
　　申請の進涉状況を確認できます。

3 申請提出後の流れ
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表3-1　主なステータス

※  ステータス変化時に通知が届きます。

ステータス 説明

　　申請待ち
  申請内容を入力して保存した状態。
  このステータスの場合、まだ申請はされていません。
  また、申請の受付前に取り下げを行った場合も、このステータスになります。

　　(差戻)申請待ち
　　　/補正待ち　※

  申請が差し戻された状態。
  申請内容に何らかの問題があり、差し戻された場合、いずれかのステータスに
  なります。

　　～受付待ち   申請の受付を待っている状態。
  申請直後は、このステータスになります。

　　～審査中   申請の受付が行われた状態(審査中の状態)。

　　修正確認待ち ※   審査者が申請内容の修正を行い、申請提出者に修正内容の確認が
  行われた状態。　　

　　審査完了 ※   申請が承認された状態。

　　却下 ※   申請が却下された状態。
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令和７年５月２０日現在

○　ペイジー収納に対応している金融機関のインターネットバンキングの
　　　口座を開設しておきます。

　　　対応している金融機関は上記のとおりです。　

3.2  手数料の納付手続き
  eMLITによる申請を受け付けた後に、県からの依頼に基づき、手数料の納付をしていただきます。
電子申請された手続きについては原則、手数料も電子納付していただくことになっています。

  3.2.1　金融機関の確認
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○　行政庁により書類が一通り揃っていることが確認できたら、上記の
 　　メールが電子申請時に記入したメールアドレスに届きます。（２～３日
　　程度かかります）

○　メール記載のＵＲＬから「ふじのくに電子申請サービス」にアクセス
　　します。　

　3.2.２　県から電子納付の依頼メールが届きます
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○　「オンライン申請手続き」をクリックして画面を進めます。　

　3.2.３　ふじのくに電子申請システムから手続きをします
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○　「宅地建物」でキーワード検索をして、「宅地建物取引業法申請
　　関係手数料のオンライン納付」を選択します。　
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○　「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックして画面を進
　　めます。　
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６

○ 手続の説明の画面です。目を通して「同意する」を選択してください。　
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○ メールアドレスを入力してください。

（これ以降、画面サンプルはテスト用画面を使用しているので、配色が実　
　際とは異なります。）　
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８

○ 入力したメールアドレスあてに、上記のメールが届きます。
　　ＵＲＬを使って再び「ふじのくに電子申請サービス」に接続します。
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○ 「手続き申込」という画面になるので、申請者名や担当者名など必要
　　事項を記入します。
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○ 「eMLIT文書番号」は,電子納付依頼のメール（２ページのメール）を確
　　認してください
○ 「納付額」は宅地建物取引業の免許申請は、26,500円です。（新規・
　　更新いずれも）
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○ 内容を確認して「申込む」を選択してください。
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○ 申込みが完了すると上記のメールが届きます。
　　「整理番号」と「パスワード」を後に使用するのでなくさないようにしてく
　　ださい。
○ 県側で申込み内容を確認するまでお待ちください。（１日ほど）

86



○ 県側で申込み内容が確認できたら上記のメール（宅建業申請関係手
　　数料の申込受理通知）が届きます。

87



○ 「ふじのくに電子申請サービス」に接続します。
　　接続のためのURLは電子納付依頼のメール（２ページのメール）にあ
　　ります。
○　接続したら「申請情報確認」を選択します。
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○ 「申込完了通知」（１２ページのメール）に記載された、整理番号とパス
　　ワードを使用して照会をかけます。
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○ 「申込内容照会」画面になります。
　　「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を控えておいて
　　ください。
　　「インターネットバンクでお支払いされる方はこちら」をクリックして画
　　面を進めます。
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○ 対応している金融機関が表示されるので、口座を用意した金融機関
　  を選択してください。（画面のサンプルは岡山県のものです）

○ 選択した金融機関のペイジー画面が表示されますので、インターネッ
　　トバンキングで支払いを行ってください。（支払金融機関のホーム
　  ページでのペイジー支払の操作が不明の場合は支払金融機関にお
　　問い合わせください）
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○　決済が完了すると「申込内容照会」画面に戻ります。「納付状況」欄
　　が「支払済」になります。
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3.3  提出先から通知が届いた場合
  審査者から、審査結果以外の通知が届くことがあります。
  ※　「申請お問合せ回答通知」については、「2.5.2 「お問合せ」の回答を確認する」
       をご参照ください。

  3.3.1　「修正」通知が届いた場合

申請内容に明らかな誤記や記載漏れ等の軽微な誤りがあり、審査組織にて修正が行われた場合、
以下のいずれかの通知が届きます。

表3-2修正に関する通知
通知名称 説明

申請書が修正されました
  審査者が修正内容の確認を依頼した場合に届く通知です。 
  申請者は内容を確認し、同意するかしないかを回答する必要が
  あります。申請のステータスは「修正確認待ち」と表示されます。

申請書の修正通知

  2段階以上の審査プロセスがある手続において、1段階目の審査
  組織にて、申請内容が修正され次の審査組織に回さ れた場合に
  届く通知です。
  この場合には、同意の回答は行えません。
  申請のステータスは「～受付待ち」や「～審査中」等と表示されます。

(1)  修正された内容を確認する

1  通知一覧から、該当通知の
    「詳細」ボタンをクリックします。

2  通知内容のURLをクリック
    します。

3  「申請の詳細」画面が
    表示されます。「修正履歴」
    タブをクリックします。
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4  審査者が行った修正について
    表示されます。「手続内容」
    タブの申請内容と併せて確認
    します。

「手続内容」 タブ下部に 「同意しない」 「同意」ボタンが表示されている場合、同意するか
しないかの回答が必要です。

修正内容に同意する場合は(2)修正内容に同意する場合」ヘ進んでください。 
修正内容に同意しない場合は(3)修正内容に同意しない場合」ヘ進んでください。

(2)  修正内容に同意する場合

1  「手続内容」タブをクリックします。
     修正内容に同意する場合は、
　　 画面下部の「同意」ボタンを
     クリックします。

2  確認メッセージが表示されます。
     「同意」ボタンをクリックします。

3　画面上部に「結果を送信しま
　　した」と表示されます。 
　　申請のステータスが「～審査中」
　　の状態になります。

く111IU ywi 1 ,
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(3)  修正内容に同意しない場合

1  「手続内容」タブをクリックします。
    修正内容に同意しない場合は、
    画面下部の「同意しない」ボタン
    をクリックします。

2  同意しない、理由を入力し、
　　「確認」ボタンをクリックします。

3  画面上部に「結果を送信しま
    した」と表示されます。 申請の
    ステータスが「～審査中」の
    状態になります。

■ ■Bl.ilLIM

審査組織では、「同意しない」理由の確認と、申請内容の審査が継続して行われます。

95



3.3.2  「差戻」または「補正依頼」通知が届いた場合

表3-3 差戻または補正依頼に関する通知
通知名称 説明

申請書が差戻されました   審査組織が申請内容の見直しを依頼した場合に届く通知で す。
  申請者は申請を削除することも可能です。

申請書の補正
  2段階目以降の審査組織が見直しを依頼した場合に届く通知です。
   申請を修正後、再提出すると、見直しを依頼した組織の審査から
   再開されます。

1  通知一覧から、該当通知の
  「詳細」ボタンをクリックします。

2  通知内容のURLをクリックします。

申請内容に不備等があった場合、審査を担当した組織から、申請内容の見直しや修正などを
申請者に依頼する通知が届きます。

3　「申請の詳細」画面が表示
　　されます。
　　一番下にある「差戻・却下事由」
　　を確認します。 事由に従い、
　　申請内容を修正します。
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4  申請内容を修正後、「申請
    (確認画面へ)」ボタンをクリック
    して再度申請を提出します。

5  画面上部に「申請完了しました」
    と表示されます。
    申請のステータスが「～受付待
    ち」の状態になります。

審査の状況を確認する方法については、 「3.1審査の状況を確認する」をご参照ください。
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3.4  審査の結果を確認する
提出した申請の審査が完了すると、審査を担当した組織から、承諾または却下の通知が届きます。

表3-4 承諾または却下に関する通知

通知名称  

手続完了のご連絡
  審査組織が申請を承諾した場合に届く通知です。
  審査者が申請を修正したうえで承諾した場合は、その旨が
  本文に記載されます。

却下のご連絡   審査組織が申請を却下した場台に届く通知です。

1  ホー厶画面の通知一覧から、
　　該当通知の「詳細」ボタンを
    クリックします。

2  通知内容のURLをタリックする
    と、「申請の詳細」画面が表示
    されます。

□

手続によっては、承諾後に許可書の発行等が行われます。
また、却下された申請を再提出することはできません。
申請をやり直す場合は、却下された申請をコピーすることで、各項目に申請内容が入力された
状態となるため、変更が必要な項目のみ修正し、申請することができます。
詳しくは「2.2.2過去の申請をコピーして作成する」をご参照ください。
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eMLITで申請した情報を、csvデータ、申請様式や許可証等の帳票形式、
あるいは紙に出力することができます。

※  各出力手順は、手続によっては使用できない場合があります。出力が可能な手続かを
     確認したい場合はコールセンターにお問い合わせください。

4.1  申請データを一覧形式で出力する
  eMLITに登録されている申請情報を、一覧形式(CSVファイル)で出力する手順です。
  一覧形式での集計作業や、eMLITで作成している手続の一括登録用ファイルの作成に
  利用することができます。

以下の中から、出カパターンを選択してください。
• 【申請を選択して出力する】
•  【同じ手続の申請をすペて出力する】

【 申請を選択して出力する 】

1  ホーム画面上部の「手続を進める」
    をクリックし、表示された一覧から
    「申請履歴.一時保存の手続から
　　進める」をクリックします。

2  「条件を指定して検索する」 を
　　クリックします。
    出力したい申請の検索条件を入力
    し、 「検索」ボタンをクリックします。

   ※ 審査完了した申請を検索する
       場合、 「完了している申請を
       表示する」にチエックを入れて
       ください。

４ 申請データを出力する
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3  出力したい申請の左端の
  「ロ」にチェックを入れ、画面
  右下の「チェックしたものを
  出力」ボタンをクリックします。

    ※検索結果が複数ページになる場合、ページをまたいでチエックを入れることはできません。
    より多くの申請を出力する場合は、1ページ当たりの表示件数を増やしてください。

続いて、【出力したファイルの確認】へお進みください。
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【 同じ手続の申請をすペて出力する 】

1  ホー厶画面上部の「手続を進
    める」をクリックし、表示された
    一覧から「申請履歴.一時
    保存の手続から進める」を
    クリックします。

2　「条件を指定して検索する」 
　　をクリックします。

出力したい法令等、手続、
申請年度を選択します。

3  出力したい申請の検索条件を
   入力し、「検索」ボタンをクリック
    します。

 ※  審査完了した申請を検索する
      場合、「完了している申請を
      表示する」 にチエックを入れて
      ください。
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4  検索結果を確認のうえ、
    「申請情報一括出力」ボタンを
    クリックします。

    ※ 検索結果のすペての申請が
        一括出力されます。

    ※ 検索条件に「法令等」「手続」「申請年度」を入力することでボタンが操作可能になります。

【 出力したファイルの確認 】

1  出力の際、画面上部に複数
    ファイルのダウンロードについて
　　確認を求めるメッセージが表示
　  される場合があります。その場合
    は「許可する」を選択してください。

2  ダウンロードフォルダに申請
    データが保存されていることを
　　確認します。
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4.2  申請データを帳票形式 (申請様式や
　　　 許可証等)で出力する
   eMLITに登録されている申請情報を、帳票形式で出力する手順です。

 ※  一部の手続のみ利用できる機能です。

以下の中から、出カパターンを選択してください。

 ・【 申請を1仵ずつ出力する 】
・ 【 複数の申請を一括出力する 】

【 申請を1件すつ出力する 】

1  ホーム画面上部の「手続を
    進める」をクリックし、表示された
    一覧から「申請履歴.一時保存
    の手続から進める」をクリックします。

2  「条件を指定して検索する」   
    をクリックします。
    出力したい申請の検索条件
    を入力し、「検索」ボタンを
    クリックします。

    ※ 審査完了した申請を検索
        する場合、「完了している
        申請を表示する」にチェック
　　　　を入れてください。

3  出力したい申請情報の「編集」
    ボタンをクリックします。
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4  画面下部の「帳票出力」
    ボタンをクリックします。

   ※帳票出力ができない手続は 「帳票出力」 ボタンが表示されません。

5  帳票の様式が複数ある場合、
    「様式選択」画面が表示されます。
    出力する帳票名の左端の「〇」 を
    クリックし、「選択」ボタンをクリック
　　します。

6　「出力確認」画面が表示され
 　 ます。「帳票出力」ボタンを
    クリックします。

7  帳票ファイルがダウンロード
    されます。
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4.3  「申請の詳細」画面を印刷する
eMLIT上で表示される「申請の詳細」画面をそのまま印刷する手順です。

1  ホーム画面上部の「手続を進める」
    をクリックし、表示された一覧から
    「申請履歴.一時保存の手続から
    進める」をクリックします。

2　「条件を指定して検索する」 
　　をクリックします。

    印刷したい申請の検索条件を
    入力し、「検索」ボタンをクリック
    します。

 ※  審査完了した申請を検索する
      場合、「完了している申請を
      表示する」にチエックを入れて
      ください。

3  検索結果から、印刷したい
    申請の「編集」ボタンをクリック
    します。

4  画面下部にある「印刷」ボタンを
    クリックします。
    印刷オプション画面が表示され
    ます。

■    —mtw* 置—»
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【 Google Chrome の場合 】

 「詳細設定」から「背景のグラフィ
　ック」にチェックを入れ、 印刷して
　ください。

【 Microsoft Edge の場合 】

 「その他の設定」から「背景のグラフィ
　ックス」にチェックを入れ、 印刷して
　ください。
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4.4  申請の添付ファイルのみを一括で
       ダウンロードする

       申請の添付ファイノレを一括出力する手順です。

1   ホー厶画面上部の「手続を
     進める」をクリックし、表示
     された一覧から「申請履歴.
     一時保存の手続から進める」
     をクリックします。

2  「条件を指定して検索する」 を
    クリックします。
    印刷したい申請の検索条件を
    入力し、「検索」ボタンをクリック
    します。

    ※  審査完了した申請を検索
         する場合、「完了している
         申請を表示する」にチェック
         を入れてください。

,置^m

•       r 4 ii *

3　検索結果から、出力したい
　　申請の右側にある「編集」
　　ボタンをクリックします。

4　 画面下部にある「添付ファイル
     ー括ダウンロード」ボタンをクリック
　　 します。

   ※添付ファイルがない申請は「添付ファイルー括ダウンロード」ボタンが表示されません。
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5  確認メッセージが表示されます。
    「添付ファイルダウンロード」ボタン
　　をクリックします。

6　ダウンロードフォトに添付ファイル
　　 (ZIPファイル)が保存されて
　　いることを確認します。
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eMLIT について
質  問 回  答

  eMLITの概要を知りたい 　　以下のサイトをご覧ください。 eMLIT TOP>初めての方へ
 　　https://e.mlit.go.jp/PortalLogin

   自分のスマートフォン・PCで
   eMLITが使えるか確認したい

　　以下のサイトをご覧ください。
　  ページ下部に「動作保証環境」の記載があります。
    https://e.mlit.go.jp

アカウントについて
質  問 回  答

  過去にアカウントを取得
  しているか確認したい

  アカウントの引継ぎをお試しください。
  eMLITに登録があるメールアドレスの場合、
  エラーが表示されます。
  「システム切替前のアカウントを引き継ぐ」

　アカウントをロックされた   パスワードをリセットしてください。

   「パスワードを忘れた場合の対応」

　パスワードを忘れてしまった   パスワードをリセットしてください。

  「パスワードを忘れた場合の対応」

  誤ってアカウントを2つ作成し、それぞれで
  申請を行った。1つのアカウン卜にこれまで
  の申請情報を集約した。

　コールセンターにお問合せください。
　※ＧビズID同士を集約することはできません。

　GビズIDプライ厶を保有している　
　法人の代表者が交代する場合

　新しい代表者がGビズIDプライ厶アカウントを取得し、マイページか
　ら同一法人番号のアカウント情報を承継してください。詳しい操作
　はGビズIDのWebサイトをご参照ください。
 　※個人事業主はアカウント情報を承継できません。

　https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html

5 よくあるご質問と回答
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メールについて
質  問 回  答

　eMLITからのメールが
　届かない

  以下をご確認ください。
  ①  迷惑メールフォルダや削除フォルダ’に
       振り分けられていないこと
  ②  登録したメールアドレスが合っていること
  ③  eMLITからのメール受信設定をオフにしていないこ と
　上記を確認しても問題が解決しない場合、eMLITの
　コールセンターにお問合せください。

　ログイン時に認証コードが
　届かない

　ご利用の環境によって、認証コード通知メールの受信
　まで時間を要する場合があります。
　10分以上届かない場合は、「再送信」をクリックしてください。

  メールに記載されているURLをクリツク
  すると、Internet Explore「が起動
  してしまい、うまく操作が行えない

　デフォルトに設定しているブラウザを、Microsoft Edge等に
　変更してください。
　または、メールのURLをコピーし、Microsoft Edge等の、
　eMLITが利用できるブラウザのアドレスバーに貼り付けてください。

  「［eMLIT】eMLITアカウント
  情報登録 画面URLのお知らせ」に
  記載されているURLを開くとエラー
 が出る

　メールに記載の有効期限をご確認ください。 期限が切れている
　場合は、改めてeMLITアカウントの 取得を行ってください。　

申請について
質  問 回   答

  申請したい手続が見当たらない 　コールコールセンターにお問合わせください。
　「6　eMLITについてのお問合せをする」

  国土交通省が所管する事業
  ・補助金制度について問い合わせたい 　国土交通省のHPをご確認ください。
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質  問 回  答

  申請の提出先について、プノレダウンより
  細かい組織を指定したい
  例)プリレダウン：東京都庁 
  希望する提出先：東京都庁水政課

  システ厶上で、審査担当の課に届くように設定されて
  いますので、提出先の部署を指定しなくとも、正しい
  部署に提出されます。

  提出先の組織が表示されない
　・選択できない

  提出先の組織にお問い合わせください。　

　申請情報が消えた

　申請作成中にブラウザバックや再読み込みを行うと、 
　それまでの入力が全て破棄されます。「一時保存」を
　ご活用ください。
　「2.3.2入力を中断し一時保存する・再開する」

　「構成員」とはなにか

　経営体を構成する申請者です。
　構成員には「管理者」「副管理者」「一般」の区分があります。　　
　「管理者」「副管理者」は、申請の提出や構成員の管理を
　行うことができます。

　申請を提出する前に、申請内容に
　問題がないか確認したい

　提出前に、審査組織にお問合せを行うことができます。 
　作成中の申請を一時保存し、その後審査組織に
　お問合せを行ってください。
　「2.3.2入力を中断し一時保存する
　・「再開する」、「2.5.1お問合せを入力・送信する」　

　審査が進まない・完了しない
　該当の申請から、審査者に対しお問合せを行ってください。
  「2.5.1お問合せを入力・送信する」

eMLITの操作について
質　　問 回　　答

  eMLITにログインすると、Webフォー厶からのお問合せが
　可能です。
　以下のサイトをご覧ください。
　TOP　>　お困りの場合 > あなたのお問合せ一覧 
　https://e.mlit.go.jp/s/otoiawaseList

　ブラウザのポップアップブ□ック機能により、ファイル
　ダウンロードがブロックされている可能性があります。
　ポップアップを許可し、再度ダウンロードを行ってください。
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6.1  お問合せの前に
FAQでは、eMLITに多く寄せられるお問合せと回答を記載しております。 お問合せの前に
ご確認ください。eMLITの操作や機能に関するお問合せは、eMLIT上の専用Webフォー厶
で受け付けております。间答をメールおよびeMLITの通知欄で受け取ることができます。
Webフォー厶でのお問合せの他、電話でも受付しております。

 ※　申請に関するお問合せについては、「2.5.1お問合せを入力・送信する」を
　　  ご参照ください。

 ※ 法令等に関するお問合せについては、静岡県のホー厶ページなどをご参照ください。

【 FAQの閲覧方法 】
FAQでは、eMLITに多く寄せられるお問合せと回答を記載しております。 

1  画面上部の 「お困りの場合」
　  をクリックします。

2  「よくあるご質問(FAQ)」を
    クリックします。

3  「カテゴリ」 や 「申請名や
     キーワードで検索する」を
     入力し 検索すると、 FAQを
     絞り込むことができます。

6 eMLITについてのお問合せ
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5  「回答」欄を確認します。

4  確認したいFAQの「詳細」
    ボタンをクリックします。

6  回答内容に対するアンケート
    を入力し「送信」ボタンをクリッタ
    します。
    ※ アンケートは任意です。
        「一覧へ戻る」をクリックする
        と「よ くあるご質問(FAQ)」
        画面へ戻ります。

7  アンケートに回答した場合、
    画面上部に 「アンケートの
    ご協力ありがとうございました」
    と表示され、「よくあるご質問 
   (FAQ)J画面へ戻ります。
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6.2　Webフォー厶でお問合せする
(1)　お問合せを送信する

Webフォームから、eMLITの操作や機能に関するお問合せを送信する手順です。

1  画面上部の「お困りの
    場合」 をクリックします。

2  「webフォー厶でお問合せ」
    をクリックします。

3  「お問合せ」ボタンをクリック
    します。

4  「お問合せ元情報」を確認
    します。
    個人プロフィールで登録されて
    いる内容が自動で入力され
    ます。変更する場合は直接
    入力してください。

   ※「連絡先電話番号」「連絡先メールアドレス」は、お問合せ内容に関する確認等が届く
   可能性があります。いずれかが入力されていれば問題ありません。
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5  「お問合せ内容」を入力し、 
     必要なファイルをアップロード
     します。

6  入力が'完了したら、画面下部
    の「送信」ボタンをクリックします。

7   お問合せが正常に送信されると、
     画面上部に「お問合せを送信
     しました。」と表示されます。
     ステータスが「受付待」のお問合せ
     が一覧に追加されます。

表6-1　お問合せのステータス
ステータス 説　　明

受付待　 　お問合せを送信し、コールセンターでの受付を待っている状態です。 
　「再問合せ」をした場合も同じ状態となります。

対応中 　コールセンターがお問合せに対応中の状態です。

回答済
　コールセンターから回答が返信された状態です。
　eMLITの通知に「照会回答通知」が届き、お問合せの回答
　内容欄には回答が記載されています。

完了 　お問合せ元が「解決した」ボタンをクリックした状態です。 
　該当のお問合せは完了となります。
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(2)  回答を確認する(お問い合わせ通知)
Webフォー厶で送信したお問合せに対する回答の確認手順です。

1  ホー厶画面の通知一覧から
   「お問合せ回答通知」の「詳細」
   ボタンをクリックします。

2  通知内容のURLをクリック
    します。

3  下にスクロールし、「回答」欄
    を確認します。ファイルが添付
　　されている場合は、「添付ファ
　　イル」欄の下に表示されるファ
　　イル名をクリックし、ダウンロード
　　してください。

4  記載された回答内容でお問合
　　せが解決できた場合、「解決
    した」ボタンをクリックします。
    回答に対し、追加でお問合せを
    する場合は、手順6に進んで
    ください。
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7  「問合せ:再問合せ」画面が
    表示されます。「お問合せ
　　内容」 を入力し、「送信」
　　ボタンをクリックします。

6  回答に対し、追加でお問合せ
　  をする場合は、「再問合せ」
    ボタンをクリックします。

5  画面上部に「お問合せを解決
    しました。」と表示されます。 
    確認したお問合せの「ステータス」
　　欄に「完了」と表示されます。

8  画面上部に「再問合せを
    送信しました。」と表示され
    ます。「ステータス」欄に「受付
    待」 と表示されます。
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6.3  電話でお問合せする
   eMLITコールセンター 

    電話番号 03-4577-9227
    ※ 通話料がかかります。 
    サポート時間：平日8時00分～18時15分 (土日祝日•年末年始を除く)

 ＜参考資料＞
「国土交通省手続業務一環処理システム申請マニュアル」
「GビズID クイックマニュアルGビズIDプライムオンライン申請編個人事業主」
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